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(57)【要約】
【課題】組織を貫く医用機器の誘導を従来に比して良好
に支援することができる医用画像処理装置及び医用画像
処理プログラムを提供すること。
【解決手段】本実施形態に係る医用画像処理装置は、医
用機器によって貫かれる予定の組織領域を含む解剖学的
領域に対応したボリュームデータを受け取る受け取り部
と、前記医用機器の位置を前記ボリュームデータ上にマ
ッピングし、前記マッピングされた位置と前記ボリュー
ムデータとを用いて、前記組織領域の少なくとも一部に
関して前記医用機器の誘導を支援するための誘導支援画
像を、前記医用機器の位置を基準として生成する画像生
成部と、前誘導支援画像として表示する表示部と、を具
備する。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用機器によって貫かれる予定の組織領域を含む解剖学的領域に対応したボリュームデ
ータを受け取る受け取り部と、
　前記医用機器の位置を前記ボリュームデータ上にマッピングし、前記マッピングされた
位置と前記ボリュームデータとを用いて、前記組織領域の少なくとも一部に関して前記医
用機器の誘導を支援するための誘導支援画像を、前記医用機器の位置を基準として生成す
る画像生成部と、
　前誘導支援画像として表示する表示部と、
　を具備する医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記画像生成部は、前記誘導支援画像を仮想内視鏡画像として生成する請求項１記載の
医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記画像生成部は、前記組織領域が少なくとも部分的に透明である前記誘導支援画像を
生成する請求項１又は２記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像生成部は、前記組織領域が血管である場合において、血管内の閉塞を貫く経路
又は血管内の閉塞周辺の経路を含む前記誘導支援画像を生成する請求項１乃至３のうちい
ずれか一項記載の医用画像処理装置。
【請求項５】
　前記画像生成部は、前記組織領域が血管である場合において、前記組織領域において柔
らかいプラーク、硬プラーク、血管壁のうちの少なくとも一つを特定し、前記特定された
異なる組織タイプが視覚的に区別された前記誘導支援画像を生成する請求項４記載の医用
画像処理装置。
【請求項６】
　前記医用機器は、ガイドワイヤ、カテーテル、穿刺針のうちのいずれかである請求項１
乃至５のうちいずれか一項記載の医用画像処理装置。
【請求項７】
　前記画像生成部は、前記医用機器の位置が変更された場合には、変更後の前記医用機器
の位置を前記ボリュームデータに新たにマッピングし、前記新たにマッピングされた変更
後の位置と前記ボリュームデータとを用いて、前記誘導支援画像を生成する請求項１乃至
６のうちいずれか一項記載の医用画像処理装置。
【請求項８】
　前記画像生成部は、前記医用機器の進行方向と前記医用機器の位置とを基準として前記
誘導支援画像を生成する請求項１乃至７のうちいずれか一項記載の医用画像処理装置。
【請求項９】
　前記画像生成部は、前記医用機器の現在の位置又は画像生成において用いられる観察位
置からの距離に応じて、前記組織領域が少なくとも一部の透明度が制御された前記誘導支
援画像を生成する請求項１乃至８のうちいずれか一項記載の医用画像処理装置。
【請求項１０】
　前記画像生成部は、前記ボリュームデータが更新された場合には、当該更新されたボリ
ュームデータ上にマッピングし、当該マッピングされた位置と前記更新されたボリューム
データとを用いて、前記誘導支援画像を生成する請求項１乃至９のうちいずれか一項記載
の医用画像処理装置。
【請求項１１】
　前記画像生成部は、前記組織領域が血管である場合において、前記誘導支援画像を前記
血管内の構造を視覚化するための断面画像として生成する請求項１記載の医用画像処理装
置。
【請求項１２】
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　前記画像生成部は、前記医用機器組織領域が血管である場合において、前記誘導支援画
像を前記血管内の構造を視覚化するための断面画像として生成する請求項１記載の医用画
像処理装置。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　医用機器によって横切られる予定の組織領域を含む解剖学的領域に対応したボリューム
データを受け取る受け取り機能と、
　前記医用機器の位置を前記ボリュームデータ上にマッピングさせ、前記マッピングされ
た位置と前記ボリュームデータとを用いて、前記組織領域の少なくとも一部に関して前記
医用機器の誘導を支援するための誘導支援画像を、前記医用機器の位置を基準として生成
させる画像生成機能と、
　前誘導支援画像として表示させる表示機能と、
　を実現させる医用画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　慢性完全閉塞（Ｃｈｒｏｎｉｃ　Ｔｏｔａｌ　Ｏｃｃｌｕｓｉｏｎ：ＣＴＯ）は、蓄積
したプラークにより動脈（冠動脈の場合が多い）が完全に閉塞した状態の病変である。Ｃ
ＴＯは、通常徐々に生じ、ＰＣＩ（ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕｓ　ｃｏｒｏｎａｒｙ　ｉｎ
ｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ：経皮的冠動脈形成術）のことがあるＰＩ（ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏ
ｕｓ　ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ：経皮インターベンション）を用いてよく治療される場
合がある。
【０００３】
　経皮インターベンションの間に、詰まりまでずっと患者の動脈系へとガイドワイヤを押
し込むことがある。係る詰まりは、硬い、及び／又は、柔らかいプラークを具備する場合
がある。また係る詰まりは、「閉塞」或いは「狭窄」としても呼ばれることがある。
【０００４】
　何らかの方法で閉塞を横切る（貫く）ために、多くの技術はガイドワイヤを必要とする
ことがある。例えば、ステント留置術又は詰まりの除去に対するカテーテルの進行を許容
するために、係るガイドワイヤは、詰まりを横切ることがある。
【０００５】
　図１ａは、血管壁１２と血管腔１４とを有する、血管１０における閉塞１６の例を示し
ている。血管１０は、閉塞１６によって部分的に遮断されている。しかし、幾分開いてい
る血管腔（遮断されていない血管腔）が１８に存在することで、多少の血液が閉塞１６を
流れることを可能にしている。血流は、矢印１９によって表されている。即ち、血流は閉
塞１６に入る際に妨げられているのである。
【０００６】
　図１ｂにおいて、拡張デバイス２２を載置したガイドワイヤ２０は、閉塞１６を縫う様
に通り抜け、係る拡張デバイス２２は、ステント２４が一旦閉塞１６の適所に来ると、ス
テント２４を拡張させるために使用される。
【０００７】
　図１ｃは、拡張デバイス２２が一旦除去された後の、拡張したステント２４の様子を描
いている。かつて血管が部分的に閉塞１６によって遮断されていた箇所に、ステント２４
は、拡張したまま留まり、且つ血流が増加した状態（矢印２６によって表されている）に
する。
【０００８】
　動脈において閉塞により通路が狭くなっている箇所が表れている箇所に（例えば、図１
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ａに例証されている通り）、医師は、小さいガイドワイヤが閉塞を貫いて通り抜けるよう
試みる場合がある。閉塞を貫く通路は、狭い場合が多い。動脈壁に穴が開く危険性、又は
プラークを無理に取り除いて梗塞をもたらす危険性は、相当な可能性がある。そのため、
状況次第で、どんな小さな誘導に関する情報も役に立つことがある。
【０００９】
　完全な閉塞の場合に、医師は、二つの方法のうち一つの方法を試すよう判断することが
出来る。第一の方法で、カルシウム等硬い成分の閉塞に比べて、柔らかい成分の梗塞を貫
いてワイヤを誘導することにより、医師は詰まりを貫いてガイドワイヤを押し込むことが
出来る、というものである。また第二の方法で、医師は閉塞の内膜下の横断を実行するこ
とが出来る、というものである。閉塞の内膜下の横断において、カテーテルは、プラーク
を迂回するために、血管壁の内膜層及び中間層の間に新たな流れを作り出す。カテーテル
は、その後血管の真腔（ｔｒｕｅ　ｌｕｍｅｎ）に再度入り込まなくてはならない。カテ
ーテルが真腔に再び入り込まなければ、内膜下解離が起こる場合がある。
【００１０】
　幾つかの通常のカテーテル検査室（ｃａｔｈ－ｌａｂ）インターベンションにおいて、
蛍光透視血管造影法又はＸ線血管造影法（ＸＡ）は、ガイドワイヤの進行を導くために使
用することが出来る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特表２０１７－５０７６８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、例えば慢性完全閉塞のインターベンションの視覚化は、プラークが蛍光透視血
管造影法又はＸ線血管造影法（ＸＡ）では上手く画像化されないケースでは、難しいもの
となる。
【００１３】
　また、図２に示す血管造影画像において、血管３０は、血管のコントラスト強調のため
に、ほぼ黒に見える。カテーテルの先端は、矢印３２で指し示されている。ガイドワイヤ
３４は、詰まりを貫いて押し込んでいることが示されている。しかしながら、詰まりを形
成する物質は、Ｘ線血管造影法では見ることが出来ない（言い換えれば、Ｘ線血管造影法
によっては、限られた誘導的な情報しか提供することが出来ない）。
【００１４】
　状況次第で、ガイドワイヤの目前の物質の構成物について、どんな小さな情報であって
も役立つと言える。しかしながら、図２に示したようなＸ線血管造影画像からは、有効な
情報が得られない場合がある。
【００１５】
　本実施形態は、例えば組織を貫く医用機器（ガイドワイヤ、カテーテル、穿刺針等）の
誘導を従来に比して良好に支援することができる医用画像処理装置及び医用画像処理プロ
グラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本実施形態に係る医用画像処理装置は、医用機器によって貫かれる予定の組織領域を含
む解剖学的領域に対応したボリュームデータを受け取る受け取り部と、前記医用機器の位
置を前記ボリュームデータ上にマッピングし、前記マッピングされた位置と前記ボリュー
ムデータとを用いて、前記組織領域の少なくとも一部に関して前記医用機器の誘導を支援
するための誘導支援画像を、前記医用機器の位置を基準として生成する画像生成部と、前
誘導支援画像として表示する表示部と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１ａ】閉塞を有する血管を描いている概略的なダイヤグラム。
【図１ｂ】拡張デバイスによって血管の拡張を描いている概略的なダイヤグラム。
【図１ｃ】血管におけるステントを描いている概略的なダイヤグラム。
【図２】ガイドワイヤを示している血管造影画像。
【図３】実施形態に係る装置の概略的なダイヤグラム。
【図４】実施形態の方法の概要を描いているフローチャート。
【図５】仮想内視鏡ビューの概略的な描写。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本実施形態に係る医用画像処理装置４０は、図３に概略的に描かれている。医用画像処
理装置４０は、誘導装置又は仮想誘導装置等と呼ぶことが出来る。
【００１９】
　医用画像処理装置４０は、この場合にはパーソナルコンピュータ（ＰＣ：ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）又はワークステーション等の計算装置４２を具備する。係る計
算装置４２は、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャナ４４と、一つ又は複数の表示スク
リーン４６と、そしてコンピュータキーボード、マウス又はトラックボール等の一つ又は
複数の入力デバイス４８とに接続される。
【００２０】
　ＣＴスキャナ４４は、患者又はその他の被検体の解剖学的領域を表す、ボリューメトリ
ックＣＴデータを取得するよう構成されている。本実施形態において、係るボリューメト
リックＣＴデータは、非コントラストＣＴデータ及びコントラスト強調ＣＴデータを具備
する。
【００２１】
　代替的な実施形態において、ＣＴスキャナ４４は、任意のその他の撮像モダリティにお
けるボリューメトリック撮像データ（ボリュームデータ）を取得するよう構成されたスキ
ャナによって、置き換えたり補ったりすることが出来る。任意のその他の撮像モダリティ
とは、例えばＣＴスキャナ、コーンビームＣＴスキャナ、ＭＲＩ（磁気共鳴撮像）スキャ
ナ、又は、超音波診断装置（超音波スキャナ）である。幾つかの実施形態には、多重二次
元スキャンを収集することで、ボリューメトリック撮像データを取得することが出来るも
のがある。
【００２２】
　Ｘ線スキャナ４５は、同じ患者又はその他の被検体の同じ解剖学的領域を表す、Ｘ線デ
ータを取得するよう構成されている。本実施形態において、係るＸ線データは、デジタル
血管造影データ、デジタルサブトラクション血管造影データ、及び／又は、非コントラス
トＸ線データを具備する。
【００２３】
　本実施形態において、Ｘ線データは、二次元データを具備する。その他の実施形態にお
いて、Ｘ線スキャナは、ボリューメトリックデータを取得するよう構成することが出来る
。
【００２４】
　代替的な実施形態において、Ｘ線スキャナ４５は、任意のその他の撮像モダリティにお
ける撮像データを取得するよう構成されたスキャナによって、置き換えたり補ったりする
ことが出来る。任意のその他の撮像モダリティとは、例えばＣＴスキャナ、コーンビーム
ＣＴスキャナ、ＭＲＩ（磁気共鳴撮像）スキャナ、又は、超音波スキャナである。
【００２５】
　本実施形態において、ＣＴスキャナ４４及びＸ線スキャナ４５によって取得された撮像
データセットは、メモリ５０に格納されて、その後計算装置４２に提供される。代替的な
実施形態において、撮像データセットは、医用画像保管通信システム（ＰＡＣＳ）の一部
を形成することが出来る遠隔データストア（図示せず）から供給される。メモリ５０又は



(6) JP 2019-98164 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

遠隔データストアは、メモリストレージの任意の適切な形を具備することが出来る。
【００２６】
　本実施形態において、ＣＴスキャナ４４及びＸ線スキャナ４５は、計算装置４２に接続
されている。その他の実施形態でＣＴスキャナ４４、及び／又は、Ｘ線スキャナ４５は、
計算装置４２に接続されていない場合がある。
【００２７】
　計算装置４２は、撮像データセットを自動的に又は半自動的に処理するための処理リソ
ースを提供し、且つ中央処理装置（ＣＰＵ：ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕ
ｎｉｔ）５２を具備する。
【００２８】
　計算装置４２は、ＣＴデータにおける異なる組織タイプをセグメントするよう構成され
たセグメンテーション回路５４と、ＣＴデータ及びＸ線データとを登録するよう構成され
たレジストレーション回路５６と、デバイス（医用機器）の位置を決定するよう構成され
た位置回路５７と、異なる組織タイプを識別することが出来、且つデバイスの仮想描写が
表示される、仮想内視鏡画像をレンダリングするよう構成された画像処理回路５８と、を
含む。
【００２９】
　本実施形態において、回路５４、５６、５７、５８は、実施形態の方法を実行すること
が実行可能なコンピュータ読み取り可能命令を有するコンピュータプログラムの方法で、
計算装置４２でそれぞれ実行される。しかし、その他の実施形態において、様々な回路は
一つ又は複数のＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）或いはＦＰＧＡ（フィールドプログラ
マブルゲートアレイ）として実施することが出来る。
【００３０】
　計算装置４２は、ハードドライブと、ＲＡＭ、ＲＯＭを含むその他のＰＣの構成要素、
データバス、様々なデバイスドライバを含むオペレーティングシステム、そしてグラフィ
ックスカード等を含むハードウェアデバイス、を含む。この様な構成要素は、図を見やす
くする為、図３には示されていない。
【００３１】
　図４は、実施形態の方法における概要を描いているフローチャートである。図４の実施
形態において、図３の医用画像処理装置４０は、閉塞１６を形成するプラークタイプに関
する視覚的な情報を提供することにより、ガイドワイヤ２０が血管１０における閉塞１６
を貫くよう、医師の誘導を支援するために、使用される。
【００３２】
　図４のステージ６０において、ＣＴスキャナ４４は、非コントラストＣＴデータセット
（「ＣＴデータセット」とも呼ぶことが出来る）及びコントラスト強調ＣＴデータセット
（「ＣＴＡデータセット」とも呼ぶことが出来る）を具備する、ボリューメトリックＣＴ
データを収集する。非コントラストＣＴデータセット及びコントラスト強調ＣＴデータセ
ットは、患者の解剖学的領域を表す。非コントラストＣＴデータセットは、造影剤が解剖
学的領域に存在しない状態で取得される。一方で、コントラスト強調ＣＴデータセットは
、造影剤が解剖学的領域に存在する状態で取得される。
【００３３】
　本実施形態において、解剖学的領域は、閉塞１６によって少なくとも部分的に遮断され
ている血管１０を具備する。その他の実施形態において、解剖学的領域は、任意のヒト検
体又は動物検体の、関心のある任意の領域とすることが出来る。例えば、解剖学的領域は
、任意の適当な血管、及び／又は、臓器を具備することが出来る。解剖学的領域は、外科
的インターベンションの部分として、例えば、デバイスが患者又はその他の被検体の身体
へと取り込まれる任意の手術の一部として、デバイスによって横切られる予定の任意の組
織領域を具備することが出来る。幾つかの実施形態において、解剖学的領域は、任意のタ
イプの閉塞又は詰まりを具備する場合がある。
【００３４】
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　非コントラストＣＴデータセット及びコントラスト強調ＣＴデータセットは、セグメン
テーション回路５４へ、そしてレジストレーション回路５６へ、と渡る。
【００３５】
　レジストレーション回路５６は、非コントラストＣＴデータセットとコントラスト強調
ＣＴデータセットとを登録する。任意の適切なレジストレーション法を使用することが出
来るが、例えば、次の様な文献がある。Ｒａｚｅｔｏ，　Ｍ．，　Ｍｏｈｒ，　Ｂ．，　
Ａｒａｋｉｔａ，　Ｋ．，　Ｓｃｈｕｉｊｆ，　Ｊ．　Ｄ．，　Ｆｕｃｈｓ，　Ａ．，　
Ｋｕｈｌ，　Ｊ．　Ｔ．，　Ｃｈｅｎ，　Ｍ．　Ｙ．，　ａｎｄ　Ｋｏｆｏｅｄ，　Ｋ．
　Ｆ．，　“Ａｃｃｕｒａｔｅ，　ｆｕｌｌｙ－ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｒｅｇｉｓｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　ｃｏｒｏｎａｒｙ　ａｒｔｅｒｉｅｓ　ｆｏｒ　ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　ＣＴ
　ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｕｂｔｒａｃｔｉｏｎ　ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ，”　Ｐｒｏｃ．
　ＳＰＩＥ　９０３４,　９０３４３Ｆ－９０３４３Ｆ－７　（２０１４）。
【００３６】
　レジストレーション回路５６は、サブトラクションＣＴデータセットを取得するために
、登録した非コントラストＣＴデータセットとコントラスト強調ＣＴデータセットとを差
し引く。登録した非コントラストＣＴデータとコントラスト強調ＣＴデータとを差し引く
ことにより、造影剤により強調されたコントラストＣＴ強調データの部分を残すために、
例えば骨又は柔組織等、コントラスト強調ＣＴデータ及び非コントラストＣＴデータに共
通の特徴を除去することが出来る。
【００３７】
　ステージ６２で、セグメンテーション回路５４は、コントラスト強調ＣＴデータセット
のセグメンテーションを実行する。
【００３８】
　一般的に、セグメンテーションは、画像の残りからピクセル又はボクセルの分別を含む
ことが出来る、画像における所定の構造を表すピクセル又はボクセルを特定する処理を指
す場合がある。係る所定の構造とは、例えば、骨、血管、又は臓器等、解剖学的構造とす
ることが出来る。また係る構造は、例えば、柔らかいプラーク、硬いプラーク、血管壁又
は血管腔等、特定の組織タイプの領域とすることも出来る。ピクセル又はボクセルは、特
定の組織タイプに属するとして、区別することが出来る。そして各ピクセル又は各ボクセ
ルが各組織に属する確率を計算することが出来る。
【００３９】
　本実施形態において、セグメンテーション回路５４によって実行されたセグメンテーシ
ョンは、画像に基づくセグメンテーションを具備する。その他の実施形態において、任意
の適切なセグメンテーション法を使用することが出来る。例えば、セグメンテーションは
、次に言及される様な方法とすることが出来る。当該文献では、血管、特に冠動脈におけ
る血管内のプラークをセグメントするための、様々な異なる技法が説明されている。Ｓｚ
ｉｌａｇｙｉ，　Ｓ．，　Ｐｏｐｏｖｉｃｉ，　Ｍ．　＆　Ｓｚｉｌａｇｙｉ，　Ｌ．　
（２０１７）．　Ｒｅｖｉｅｗ．　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔ
ｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａｒｔｅｒｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ｃ
Ｔ　Ｉｍａｇｅｓ　ｉｎ　Ａｃｕｔｅ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅｓ．　Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　Ｏｆ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｅｍｅｒｇｅｎｃｉｅｓ，　３（１
）,　ｐｐ．　９－１７。
【００４０】
　実施形態の中には、セグメンテーション法は、例えば、米国特許番号９，６９７，６０
３に説明される様な、コントラスト強調ＣＴデータセット及び非コントラストＣＴデータ
セット両方からの情報の使用を具備することが出来るものがある。
【００４１】
　セグメンテーションは、異なる組織タイプを表すボクセルの特定を具備する。ボクセル
は、特定の組織タイプに属するとして、ラベル付けすることが出来る。またボクセルは、
属性の確率を各組織タイプへと割り当てることが出来る。
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【００４２】
　本実施形態のセグメンテーション法は、硬い（石灰化した）プラークから柔らかいプラ
ークを区別することにより、コントラスト強調ＣＴデータセットにおけるプラークを特徴
付けることである。本実施形態のセグメンテーションにおいて特定された組織タイプは、
硬いプラーク、柔らかいプラーク、血管壁、そして血管内腔を具備する。その他の実施形
態において、任意の組織タイプをセグメントすることが出来る。異なる組織タイプは、例
えば異なる臓器等、任意の異なる解剖学的構造の組織を具備することが出来る。
【００４３】
　本実施形態において、ステージ６０及び６２は、外科的インターベンションの開始前に
実行される。例えば、ＣＴスキャナは、外科的インターベンションの何時間か前に、ステ
ージ６０のＣＴデータを収集することが出来る。ステージ６０のタイミングは、ステージ
６０で収集されたＣＴデータが、例えば閉塞の範囲等、外科的インターベンションの間に
解剖学的領域の状態を表すだろうと考えることが出来るくらい、インターベンションの時
間に十分近づけることが出来る。
【００４４】
　ステージ６４で、外科的インターベンションが開始する。本実施形態において、係る外
科的インターベンションは、経皮的インターベンションである。その他の実施形態におい
て、外科的インターベンションは、その任意の適当なタイプとすることが出来る。幾つか
の実施形態において、外科的インターベンションは、内視鏡検査又は関節鏡検査を具備す
ることがある。
【００４５】
　造影剤は、造影物質が関心のある解剖学的領域に存在する様に、患者の血管系へと取り
込まれる。Ｘ線スキャナ４５は、本実施形態においては初期のデジタルサブトラクション
血管造影（ＤＳＡ）データセットを具備する、Ｘ線データを収集する。その他の実施形態
において、ステージ６４で収集されたＸ線データは、デジタル血管造影（ＤＡ）データセ
ットを具備することがある。係る初期のＤＳＡデータセットとは、治療が行われている血
管系を表す。
【００４６】
　その他の実施形態において、ステージ６４で解剖学的領域を表す画像データ、例えばコ
ーンビームＣＴ、を収集するために任意の適切な方法を使用することが出来る。係る収集
されたデータは、二次元又は三次元とすることが出来る。
【００４７】
　ステージ６６で、レジストレーション回路５６は、サブトラクションＣＴデータセット
と初期ＤＳＡデータセットとを登録する。それらを登録するために、任意の適切なレジス
トレーション法を使用することが出来る。例えば、サブトラクションＣＴデータセットと
初期ＤＳＡデータセットとは、次の文献に説明される様な方法を使用して、登録すること
が出来る。Ｐ．　Ｍａｒｋｅｌｊ，　Ｄ．　Ｔｏｍａｚｅｖｉｃ，　Ｂ．　Ｌｉｋａｒ，
　Ｆ．　Ｐｅｒｎｕｓ，　Ａ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　３Ｄ／２Ｄ　ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉ
ｏｎ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｉｍａｇｅ－ｇｕｉｄｅｄ　ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ
ｓ，　Ｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ，　Ｖｏｌｕｍｅ　１６，
　Ｉｓｓｕｅ　３，　２０１２，　Ｐａｇｅｓ　６４２－６６１。本実施形態においては
、剛体レジストレーションが使用される。その他の実施形態において、レジストレーショ
ンは、局所的に変形可能なレジストレーションを具備することが出来る。
【００４８】
　更なる実施形態において、コントラスト強調ＣＴデータセットは、サブトラクションＣ
Ｔデータセット及び初期ＤＳＡデータセットのレジストレーションの代わりに或いは追加
で、初期ＤＳＡデータセットと登録することが出来る。
【００４９】
　本実施形態において、ステージ６６のレジストレーション法は自動化される。しかし、
その他の実施形態において、係るレジストレーションは、半自動又は手動とすることも出
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来る。例えば、レジストレーション回路５６は、サブトラクションＣＴデータセット及び
初期ＤＳＡデータセットから画像をレンダリングし、且つ表示スクリーン４６上に、又は
更なるディスプレイ上に画像を表示することが出来る。ユーザ（例えば、Ｘ線技師）は、
サブトラクションＣＴデータセットと初期ＤＳＡデータセットとの間のレジストレーショ
ンを取得するために、手動で画像をアライメントすることが出来る。
【００５０】
　サブトラクションＣＴデータセットと初期ＤＳＡデータセットとのレジストレーション
とは、サブトラクションＣＴデータセットの座標系を、初期ＤＳＡデータセットの座標系
に関連付けることである。サブトラクションＣＴデータセットと初期ＤＳＡデータセット
とのレジストレーションは、ＣＴ画像とＸ線画像との間の初期アライメントを提供すると
考えることが出来る。状況次第で、インターベンションにわたりＸ線スキャナ４５により
収集された後続のＸ線データの座標系は、初期ＤＳＡデータセットの座標系と似ているで
あろうということが期待出来る。
【００５１】
　本実施形態において、画像処理回路５８は、フュージョン画像を取得するために、初期
ＤＳＡデータセットとコントラスト強調ＣＴデータセットとの画像フュージョンを実行す
る。その他の実施形態において、画像処理回路５８は、任意のコントラスト強調ＣＴデー
タセット、非コントラストＣＴデータセット、サブトラクションＣＴデータセットのうち
からＣＴデータを使用してフュージョン画像を生成することが出来る。
【００５２】
　係るフュージョン画像は、表示スクリーン４６上に、又は更なるディスプレイ上に表示
することが出来る。
【００５３】
　フュージョン画像は、初期ＤＳＡデータセットの座標系において、初期ＤＳＡデータセ
ットのワ―ピングがあたかも発生していないかの様に表れる。初期ＤＳＡデータセットの
空間においてフュージョン画像を表すことにより、係るフュージョン画像は、血管系の現
在の状態を表すことが出来る。フュージョン画像は、期待されるＤＳＡビューの強調バー
ジョンを、ユーザ（例えば、医師）に表示することが出来る。
【００５４】
　更なる実施形態において、ステージ６４で収集されたデータの任意の適当なビューを取
得することが出来、且つ表示スクリーン４６上に又は更なるディスプレイ上に表示するこ
とが出来る。例えば、フュージョン画像を具備することが出来ない二次元ＤＳＡビューを
取得するために、初期ＤＳＡデータを処理することがある。初期ＤＡデータは、二次元Ｄ
Ａビューを取得するために、処理することが出来る。
【００５５】
　ステージ６８で、医師はガイドワイヤ２０を患者の血管系へと挿入する。係るガイドワ
イヤ２０は、関心のある解剖学的領域、本実施形態においては閉塞１６を具備する解剖学
的領域に向かって、医師によって導かれる。Ｘ線スキャナ４５は、更なるＸ線データを収
集するために使用される。係る更なるＸ線データは、ガイドワイヤ２０が患者へと挿入さ
れている間に、連続的に又は規則的間隔で、収集することが出来る。
【００５６】
　本実施形態において、更なるＸ線データは、非コントラストＸ線データを具備する。更
なるＸ線データは、ＤＡ（デジタル血管造影）データ、及び／又は、ＤＳＡ（デジタルサ
ブトラクション血管造影）データを具備することもある。また更なるＸ線データは、蛍光
透視データを具備する場合がある。蛍光透視法とは、インターベンショナル設定において
連続的に収集されたＸ線に対して、典型的に使用することが出来る名前である。
【００５７】
　その他の実施形態において、更なるＸ線データは、任意の適切なモダリティのデータ、
例えばコーンビームＣＴデータによって、置き換える又は補うことが出来る。
【００５８】
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　ステージ７０で、位置回路５７は、ステージ６８で収集された非コントラストＸ線デー
タにおけるガイドワイヤ２０を表すピクセルをセグメントする。非コントラストＸ線デー
タは、ガイドワイヤ２０の位置を追跡するために使用されるため、「追跡データ」と呼ぶ
ことが出来る。本実施形態において、ガイドワイヤは、非コントラストＸ線データの輝度
しきい値を使用してセグメントされる。その他の実施形態において、ガイドワイヤ２０を
セグメントするための任意の適切な方法を使用することが出来る。例えば、ガイドワイヤ
２０は、非コントラストＸ線画像におけるガイドワイヤ２０の輝度に基づいて、セグメン
トすることが出来る。ガイドワイヤ２０のセグメンテーションは、そのサイズ及び形状を
表すテンプレートを使用することが出来る。
【００５９】
　位置回路５７は、更なるＸ線データのセグメンテーションに基づいて、ガイドワイヤ２
０の位置を決定する。ガイドワイヤ２０の決定された位置は、ガイドワイヤ２０の先端を
具備するガイドワイヤ２０の部分に対する位置を具備する。位置が決定されたガイドワイ
ヤ２０の部分は、関心のある解剖学的領域内にあるか又はその近くに存在する。係る位置
は、ガイドワイヤ２０の先端に対する位置を含む、ガイドワイヤの部分上の地点に対する
複数の個別の位置を具備することが出来る。非コントラストＸ線画像上において決定され
たガイドワイヤ２０の位置は、サブトラクションＣＴデータセットと初期ＤＳＡデータセ
ットとがレジストレーションされていることから、サブトラクションＣＴデータセット上
においても対応付け（マッピング）されることになる。
【００６０】
　その他の実施形態において、ガイドワイヤ２０の位置を決定するために、任意の適切な
追跡データ及び追跡データ処理法を使用することが出来る。追跡データは、非コントラス
トＸ線データを具備することがあるし、しないこともある。追跡データ処理法は、追跡デ
ータにおけるガイドワイヤ２０を表すピクセルのセグメンテーションを具備することがあ
るし、しないこともある。例えば、幾つかの実施形態において、ガイドワイヤ２０の位置
を決定するために、ガイドワイヤの電磁追跡を使用するものがある。更なる実施形態にお
いて、ガイドワイヤ２０の先端まで辿り着くために、しきい値及び経路追跡法を使用する
、ガイドワイヤ２０の直接のセグメンテーションを実行する場合がある。また幾つかの実
施形態において、位置決定を支援するために、Ｘ線不透過性マーカーがガイドワイヤ２０
の先端に位置するものもある。
【００６１】
　ガイドワイヤ２０について位置回路により決定された位置は、更なるＸ線データの座標
系にある。
【００６２】
　ステージ６０から７０までは、レジストレーション及び局所化ステージを提供すると考
えることが出来る。係るステージ６０から７０において、サブトラクションＣＴデータセ
ット及び初期ＤＳＡデータセット間のレジストレーションは、ガイドワイヤの局所化によ
り後追いされる。
【００６３】
　ステージ７２で、画像処理回路５８は、ガイドワイヤ２０の決定された位置を使用して
ガイドワイヤ２０の仮想描写１１０を生成する。画像処理回路５８は、例えばガイドワイ
ヤ２０の直径やガイドワイヤ先端の形状等、ガイドワイヤ２０に関する既知の情報を利用
することが出来る。
【００６４】
　画像処理回路５８は、ガイドワイヤ２０の仮想描写１１０を具備する仮想内視鏡ビュー
（誘導支援画像）を生成するために、コントラスト強調ＣＴデータセットを処理する。係
る仮想内視鏡ビューは、ガイドワイヤが通過しようとしている組織を貫く領域（本実施形
態においては、閉塞１６を具備する）の少なくとも一部の領域を示すシミュレーションさ
れた三次元画像である。
【００６５】
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　仮想内視鏡ビューは、あたかも仮想カメラの位置から観察しているかの様に、レンダリ
ングされる。係る仮想カメラは、仮想内視鏡ビューがガイドワイヤ先端の描写を含む、ガ
イドワイヤ２０の仮想描写１１０の末端部を示す様に、位置している（例えば、仮想内視
鏡ビューは、ガイドワイヤ２０の進行方向と位置とを基準として生成される）。本実施形
態において、仮想内視鏡ビューは、まるで内視鏡によって血管を下りながら観察している
かの様に血管１８を表すが、実際にこの様な内視鏡は存在しない。仮想内視鏡ビューは、
血管の管腔内（ｉｎｔｒａｌｕｍｉｎａｌ）ビューを提供する。仮想内視鏡ビューは、解
剖学的構造の近位部が遠位部に比べてより大きく見える様に、透視投影を利用することが
出来る。
【００６６】
　本実施形態において、仮想内視鏡ビューは、血管の内側にある仮想カメラ位置からレン
ダリングされる。その他の実施形態において、仮想内視鏡ビューは、関心のある身体部分
の内側又は外側、例えば血管腔の内側又は外側等に存在する場合のある、任意の仮想カメ
ラ位置からレンダリングすることが出来る。
【００６７】
　任意の適当なライティング法、例えばグローバルイルミネーションを、レンダリングに
おいて使用することが出来る。
【００６８】
　本実施形態において、仮想内視鏡ビューは、更なるＸ線データの座標空間へと変換され
た、コントラスト強調ＣＴデータセットからレンダリングされる。係る更なるＸ線データ
は、外科的インターベンションの間に収集されている。また更なるＸ線データは、リアル
タイムで取得されるものだと考えることが出来る。係る更なるＸ線データは、患者の現在
の状態を表すものだと考えることが出来る。コントラスト強調ＣＴデータセットを更なる
Ｘ線データの座標空間へと変換することは、サブトラクションＣＴデータセットをステー
ジ６６での初期ＤＳＡデータセットとのレジストレーション、及び／又は、例えば初期Ｄ
ＳＡデータセットと更なるＸ線データセットとのレジストレーション等の更なるレジスト
レーションに基づくことがある。更なるＸ線データは、例えば次の文献に説明される様な
方法を使用して、サブトラクションＣＴデータセットとレジストレーションすることが出
来る。Ｐ．　Ｍａｒｋｅｌｊ，　Ｄ．　Ｔｏｍａｚｅｖｉｃ，　Ｂ．　Ｌｉｋａｒ，　Ｆ
．　Ｐｅｒｎｕｓ，　Ａ　ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　３Ｄ／２Ｄ　ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ
　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｉｍａｇｅ－ｇｕｉｄｅｄ　ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎｓ，
　Ｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ，　Ｖｏｌｕｍｅ　１６，　Ｉ
ｓｓｕｅ　３，　２０１２，　Ｐａｇｅｓ　６４２－６６１。サブトラクションＣＴデー
タセットは、プラーク及び血管形状についての情報を提供することが出来る。
【００６９】
　画像処理回路５８は、ステージ６２でのサブトラクションＣＴデータセットのセグメン
テーションから取得された組織セグメンテーションを、コントラスト強調ＣＴデータセッ
トへと適用する。画像処理回路５８は、ステージ６２でのセグメントされた異なる組織タ
イプが仮想内視鏡ビューにおいて視覚的に区別される様に、仮想内視鏡ビューをレンダリ
ングする。係る異なる組織タイプとは、少なくとも一つのレンダリングパラメータに対し
て異なる値を使用してレンダリングされていることにより視覚的に区別されるが、そのレ
ンダリングパラメータとは、例えば色、グレースケール、輝度、不透明度、透明度、ライ
ティングパラメータ、テクスチャパラメータ、表面パラメータ、反射パラメータ、レンダ
リング手順のタイプ等である。異なる組織タイプを視覚的に区別することは、レンダリン
グされた画像における組織タイプ間の任意の人工的な視覚的な識別の適用、例えば異なる
組織タイプを異なる色で人工的に着色する等、を具備することが出来る。
【００７０】
　図５は、石灰化プラーク１２０と柔らかいプラーク１２２とを具備する、閉塞の仮想内
視鏡ビューの概略的ダイヤグラムである。図５に示された画像は、ガイドワイヤ２０が閉
塞にはまだ到達していないが、近づいている様子を表すものである。
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【００７１】
　概略的なダイヤグラムにおいて、石灰化したプラーク１２０及び柔らかいプラーク１２
２は、異なる様に陰影が付けられていることにより、仮想内視鏡ビューにおいて視覚的に
区別される。図４の実施形態において、石灰化したプラーク１２０及び柔らかいプラーク
１２２は、異なる色でレンダリングされていることにより、視覚的に区別される。その他
の実施形態において、異なる組織タイプを視覚的に区別する任意の適切な方法を使用する
ことがある。例えば、異なる組織タイプを区別するために、異なる色、グレースケール又
はその他の異なるレンダリングパラメータを使用することがある。
【００７２】
　石灰化したプラーク１２０及び柔らかいプラーク１２２のみが、図５で陰影付けられて
いるが、実際には仮想内視鏡ビューにおいて血管壁も区別される。その他の実施形態にお
いて、任意の組織タイプを、任意の適切な方法で視覚的に区別することが出来る。
【００７３】
　図４の方法において、仮想内視鏡ビューは、部分的に透ける様に、例えば半透明にして
、石灰化したプラーク１２０と柔らかいプラーク１２２とを示す（この部分的な透明性は
、図５の概略的実例には図示されていない）。石灰化したプラーク１２０及び柔らかいプ
ラーク１２２は部分的に透明なので、医師（又はその他の観察者）は、仮想内視鏡ビュー
において閉塞の表面を透かして見ることが可能である。閉塞の表面を貫いてある程度の視
認性を許容することにより、医師は閉塞の構成物に関する情報を取得することが出来る。
【００７４】
　プラークの表面の向こうを見ることにより、医師は、詰まりの構成物を視覚化し且つガ
イドワイヤに対する経路の計画を立てることが出来る。表面の向こう数ミリメートルの視
認性であっても、価値ある情報を提供することが出来る。
【００７５】
　部分的な透明として組織をレンダリングすることにより、リアルな管腔内内視鏡では提
供することが出来ない様なビューを、仮想内視鏡ビューは提供することが出来る（リアル
な管腔内内視鏡は、組織表面まで見ることしか出来ないからである）。
【００７６】
　図４の実施形態において、仮想内視鏡ビューにおいて表示される様な組織の透明度の程
度は、仮想ガイドワイヤ１１０の先端からの距離に依存する。係る仮想ガイドワイヤ１１
０の先端近くの組織は、その先端からより遠い組織に比べて、より透明度が高くなる様に
レンダリングされている。例えば、仮想ガイドワイヤ１１０の先端位置からの距離に伴っ
て、透明度において線形減少が生じることがある。その他の実施形態において、仮想内視
鏡ビューに表された全ての組織が、透明度に対する一定値で表される。更なる実施形態に
おいて、透明度は観察者からの距離に伴って変化することがある。例えば、仮想内視鏡ビ
ューの観察者からより遠い様に見える組織も、より不透明度が高く見える等である。
【００７７】
　図４のフローチャートの要素７４及び７６は、ステージ７２の仮想内視鏡ビューの特徴
を説明する。要素７４は、上記で説明された通り、プラーク成分が色付けられることを示
す。例えば、柔らかいプラーク１２２は、一色でレンダリングすることが出来、且つ硬い
プラーク１２０は、それとは別の異なる色でレンダリングすることが出来る。血管壁及び
異なるプラーク成分を色分けすることにより、これから先、血管の形及びプラークが、医
師にとって非常に明確になる場合がある。
【００７８】
　要素７６は、仮想内視鏡ビューの方位が、二次元Ｘ線画像の方位と合わさっているとい
うことを示している。
【００７９】
　本実施形態において、仮想内視鏡ビュー（仮想内視鏡画像）１００は、リアルタイムで
取得されている非コントラストＸ線データを処理することにより取得された、二次元Ｘ線
画像と並んで表示スクリーン４６上に表示される。係る二次元Ｘ線画像は、血管造影図と



(13) JP 2019-98164 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

呼ぶことが出来る。その他の実施形態において、フュージョン画像が血管造影図の代わり
に又は追加で、表示されることがある。
【００８０】
　仮想内視鏡ビュー１００は、例えば、仮想内視鏡ビュー１００の左側が二次元Ｘ線画像
の左側と、係るビュー１００の右側が係る画像の右側と、それぞれ対応する様に、二次元
画像と照らし合わされる。
【００８１】
　仮想内視鏡ビュー１００の方位は、血管造影図におけるガイドワイヤ２０の方位と照合
する様に設定されている。仮想内視鏡ビュー１００は、例えば、リアルな生体におけるガ
イドワイヤ２０の時計方向の回転が仮想内視鏡ビュー１００における仮想ガイドワイヤ１
１０の時計方向の回転として示される様に、方位付けられる。係る方位により、二次元血
管造影での特定の方向における動きと仮想内視鏡における動きとが合わさるので、ガイド
ワイヤ２０の制御がより簡単になることが可能なのである。
【００８２】
　ステージ８０で、医師は、仮想誘導処理を実行するために仮想内視鏡ビュー１００を使
用するが、これは「仮想ガイドワイヤ誘導」又は「仮想穿刺針誘導」と呼ぶことが出来る
。
【００８３】
　仮想誘導処理において、現在の方向におけるガイドワイヤ２０の進度は、仮想ガイドワ
イヤ１１０によってシミュレーションされる。ガイドワイヤ１１０が血管に相関して動く
様に見える、画像のアニメーションシーケンス（ａｎｉｍａｔｅｄ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）
が生成される。画像がレンダリングされる仮想カメラ位置も、仮想ガイドワイヤ１１０の
動きを追随するために、更新することが出来る。仮想ガイドワイヤ１１０は、リアルガイ
ドワイヤ２０の動きを実行に移されることが何も無くても、シミュレーションされた三次
元画像において動かされる。
【００８４】
　例えば、図５の仮想内視鏡ビュー１００から開始し、仮想ガイドワイヤ１１０が前進す
ると、仮想的に閉塞を貫いて進む（すなわち、仮想ガイドワイヤ１１０が前進すると、当
該前進と連動して仮想内視鏡ビュー１００も全身する）。仮想ガイドワイヤ１１０は、医
師又は別のユーザからの入力に呼応して動くことが出来る。医師は、詰まりを貫く経路の
計画を立てるために、仮想ガイドワイヤ１１０の仮想の動きを使用することが出来る。
【００８５】
　仮想ガイドワイヤ１１０が詰まりの中へと動いていくにつれて、医師が詰まりの中を更
に遠くまで見渡せる様に、詰まりの表面からの組織を仮想内視鏡ビューから取り除くこと
が出来る。
【００８６】
　ステージ８０の仮想誘導処理を使用することにより、外仮想誘導処理においてシミュレ
ーションされた経路が上手くいくかどうかを、医師が判定する。状況によって、医師は、
シミュレーションされた経路が上手く行きそうも無いようだ、と判定する。例えば、詰ま
りが当初に予測していた位置よりも更に遠くにある様な状況である。医師は、例えば、仮
想ガイドワイヤ１１０の異なる動きを使用して、ステージ８０の仮想誘導処理を繰り返す
ことが出来る。
【００８７】
　ステージ８０の仮想誘導処理は医師に、リアルガイドワイヤ２０の次の動きの計画を医
師が立てることを許可する情報を提供する。
【００８８】
　図４のステージ８２で、医師は、ガイドワイヤ２０を患者へと入れ進める。係るガイド
ワイヤ２０の動きは、小さいことがある。ガイドワイヤ２０は、例えば１ミリメートル等
、５ミリ未満で動かされる場合がある。
【００８９】
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　非コントラストＸ線データは、ガイドワイヤ２０が患者へと入れ進められるにつれて、
依然として取得されている。非コントラストＸ線データから、位置回路５７は、ガイドワ
イヤ２０の先端の更新された位置を含む、ガイドワイヤ２０の更新された位置を決定する
（すなわち、非コントラストＸ線データによる画像から、ガイドワイヤ２０の先端を認識
する）。位置回路５７は、リアルガイドワイヤ２０の更新された位置に基づいて、仮想内
視鏡ビュー１００における仮想ガイドワイヤ１１０の位置を更新する。
【００９０】
　ガイドワイヤ２０の動きに呼応してステージ８２で取得された仮想ガイドワイヤ１１０
の位置と、ステージ８０のシミュレーションされた動きの終わりでの仮想ガイドワイヤ１
１０の位置とは、異なることに留意されたい。例えば、ガイドワイヤ２０は、計画通りに
厳密に動かない可能性がある、及び／又は、ガイドワイヤが血管を貫いて動くにつれて血
管が変形する可能性があるからだ。仮想内視鏡ビューは、例えば血管の変形等、生体構造
における変化を考慮に入れて更新することが出来る。例えば、二次元非コントラストＸ線
データ及び三次元ＣＴデータは、再レジストレーションすることが出来る。血管は、ガイ
ドワイヤ２０の各動きの後に再アライメントすることが出来る。
【００９１】
　その他の実施形態において、仮想内視鏡ビューは、任意の適切な方法で取得することが
出来る、ガイドワイヤ２０の先端の任意の推定された又は決定された位置に基づいて、更
新することが出来る。
【００９２】
　図４のステージ８４で、位置回路５７は、ガイドワイヤ２０の位置及びステージ６２で
取得されたセグメンテーションに基づいて、閉塞を横切っているかどうかを判定すること
が出来る。その他の実施形態において、医師又はその他のユーザは閉塞を横切ったかどう
かを判定することが出来るし、又は、それを判定するために任意の適切な方法を使用する
ことも出来る。
【００９３】
　閉塞を既に横切った場合に、図４の処理は、処理が終了するステージ８６へと進む。
【００９４】
　閉塞をまだ横切っていない場合に、図４の処理は、ステージ８０へと戻る。医師は、今
度はガイドワイヤ２０の更新された位置から開始する、更なる仮想誘導処理を実行する。
係るガイドワイヤ２０の更新された位置は、仮想ガイドワイヤ１１０の更新された位置と
して、仮想誘導ビュー１００に示されている。
【００９５】
　医師は、更新された位置から前に仮想ガイドワイヤ１１０を動かす。仮想内視鏡ビュー
は、仮想ガイドワイヤ１１０の動きを示す。随意で、医師は、例えば仮想ガイドワイヤ１
１０を異なる方向に動かすことにより、仮想ガイドワイヤ１１０の仮想動作を異なるパラ
メータで繰り返すことが出来る。
【００９６】
　医師が仮想ガイドワイヤ１１０の動作に満足した場合に、図４の方法はステージ８２へ
と進み、医師はガイドワイヤ２０を患者へと更に入れ進める。
【００９７】
　仮想内視鏡ビュー１００は、ガイドワイヤ２０の更なる位置に対応して仮想ガイドワイ
ヤ１１０の更なる位置を示すために、更新される。
【００９８】
　ステージ８０から８４までは、閉塞が横切られるまで繰り返され、図４の方法はステー
ジ８６で終了する。ステージ８０から８４までは、仮想内視鏡ステージを提供すると考え
ることが出来る。
【００９９】
　上記に説明された様な誘導法を使用することにより、医師（又はその他のユーザ）は、
ガイドワイヤが通り抜けようとしている組織、本実施形態では閉塞に関し、増えた情報を
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取得することが出来る。異なる組織タイプを視覚的に区別される様に（例えば、異なる色
で）示すことで、仮想内視鏡ビューは、Ｘ線データ（例えば、ＤＡ、ＤＳＡ、又は非コン
トラストＸ線データ）における表示を超える様な、付加的な情報をユーザへと提供するこ
とが出来る。
【０１００】
　当該誘導法を使用した計画的な各小さな動きの逐次的な処理を使用することにより、閉
塞の改善された誘導を達成することが出来る。小さな動きを使用することは、シミュレー
ションされた画像とリアルな生体構造との間の如何なる差も、誘導処理に与える影響は限
定的な場合があるというのを意味することがある。リアルタイムＸ線データに呼応して画
像を更新することにより、補正される予定のシミュレーションされたビューにおける不正
確さを状況により許す場合がある。またリアルタイムデータに呼応して画像を更新するこ
とにより、手術間の血管の変形を考慮に入れることを許すことが出来る。
【０１０１】
　状況次第で、医師は、その他の可能と思われる様な経路に比べてより精確な経路の計画
を立てるために、付加的な情報を使用することがある。即ち、リアルなガイドワイヤを動
かすよりも前に仮想ガイドワイヤを動かすことにより、詰まりの更に遠くからの情報が、
詰まりの中へとリアルなガイドワイヤを動かすよりも前に取得されることを許可する場合
がある。リアルなガイドワイヤを動かす前に仮想ガイドワイヤを動かすことにより、異な
るアプローチが、リアルな動作を実行する前に、シミュレーションされることを許可する
場合がある。
【０１０２】
　図４の実施形態において、仮想ガイドワイヤは、血管においてそのリアルな位置を表す
位置に置かれている。係るガイドワイヤの位置（つまり、シミュレーションされた画像の
観察点）は、例えば血管の中心線上等の、血管に相関した所定の位置にある必要はない。
【０１０３】
　ガイドワイヤの先端近くの異なる組織タイプを部分的な透明の様に示すことで、医師が
、詰まり（又はその他の組織）の向こうに何があるのかを見ることが出来、これにより、
経路計画を手助けすることが出来る。医師は、ガイドワイヤを詰まりの中へと動かし入れ
た場合に、存在する組織物の描写を見ることが出来る。
【０１０４】
　図４の方法は、手術が進むにつれて、ＣＴ及びＤＡ又はＤＳＡの間のレジストレーショ
ン、仮想内視鏡ビューにおける結果の表示（ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ）、色分けされた
セグメンテーションを使用するプラーク組織の視覚化、仮想誘導、視覚化の進度に応じた
更新に基づいた誘導解決法を提供することが出来る。
【０１０５】
　図４を参考に上記で説明された実施形態において、ガイドワイヤは、仮想誘導を使用し
て詰まりを貫く誘導をされる。その他の実施形態において、任意の適切なデバイスが、任
意の適切な組織を貫いて誘導することが出来る。図４の誘導処理は、その他の方法ではナ
ビゲーションすることが難しい場合がある任意の外科的手術に対しても、使用することが
出来る。
【０１０６】
　例えば、デバイスは、カテーテル又は穿刺針を具備することが出来る。カテーテル又は
穿刺針の位置は、任意の適切な位置決定法を使用して取得することが出来る。仮想カテー
テル又は穿刺針を誘導支援画像としての仮想内視鏡ビューにおいて描くことが出来る。な
お、誘導支援画像は仮想内視鏡ビューに限定されない。例えば、誘導支援画像は、デバイ
スがカテーテルである場合には血管内の構造を視覚化するための断面画像（血管内超音波
画像の様な、血管の走行方向を法線とする断面画像等）であってもよい。また、デバイス
が穿刺針である場合には、Ｘ線アンギオグラフィの代わりに超音波画像をリアルタイムで
取得し、当該超音波画像とＣＴデータとを用いて誘導支援画像を生成するようにしてもよ
い。
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【０１０７】
　デバイスが貫く誘導をされる組織領域は、任意の適当な血管を具備することが出来る。
その他の実施形態において、組織領域は、例えば任意の適当な臓器等、任意の適当な組織
を具備することが出来る。
【０１０８】
　例えば、経頸静脈的肝内門脈静脈短絡術とは、デバイスが、第一の血管に入り、その後
第二の血管に到達するために肝臓の一部分を横切ることがあるインターベンションである
。図４を参考に上記で説明された仮想誘導処理は、第一の血管から第二の血管まで、肝臓
組織を貫く誘導をするために使用することが出来る。更なる実施形態において、仮想誘導
処理は、異なる臓器、及び／又は、血管でのその他の短絡インターベンションにおいて使
用することが出来る。仮想誘導処理は、例えば冠動脈ステント挿入、腫瘍焼灼及び塞栓、
又は神経血管インターベンション等、任意の経皮的なインターベンションへと適用するこ
とが出来る。
【０１０９】
　医用撮像の特定のタイプは、インターベンションの間の特定の時間で実行されているも
のとして上記で説明されている。しかし、その他の実施形態において、任意の適切なスキ
ャンのタイプ及びタイミングを使用することが出来る。例えば、上記では一つの初期ＤＳ
Ａデータセットのみが説明されたものの、実施形態の中には、一つ又は複数の更なるＤＳ
Ａスキャンをインターベンションの間に取得することが出来るものがある。造影剤は、イ
ンターベンションの間の様々な時に、例えばインターベンションが行われるという大事な
ステージの前又は後に、取り込むことが出来る。
【０１１０】
　図４の実施形態において、非コントラストＣＴデータとコントラスト強調ＣＴデータは
、サブトラクションＣＴデータを生成するために、取得され且つ使用される。その他の実
施形態において、コントラスト強調ＣＴデータのみがインターベンションの前に取得され
、且つそれがインターベンションの前に又は間に取得されたＸ線データへとレジストレー
ションされる。更なる実施形態において、非コントラストＸ線データ、コントラストＸ線
データ、サブトラクションＸ線データ、デジタル血管造影データ又はデジタルサブトラク
ション血管造影データのうちの一つに対する上記での言及は、それらのうちの別のものに
対する言及と置き換えることが出来る。非コントラストＣＴデータ、コントラストＣＴデ
ータ又はサブトラクションＣＴデータのうちの一つに対する言及は、それらのうちの別の
ものに対する言及と置き換えることが出来る。
【０１１１】
　上記での実施形態は、医師によって実行されるものとして説明されているが、実施形態
は或いはその様々なステージは、任意の適当なユーザ、例えば任意の臨床医、医師、放射
線科医又はＸ線技師等によって、実行することが出来る。
【０１１２】
　更なる実施形態において、上記に説明された様な誘導法は、デバイスが患者にまだ取り
込まれていない状態で、計画を立てるために使用することが出来る。例えば、仮想内視鏡
ビューは、Ｘ線データがまだ取得されていない状態で、ＣＴデータからレンダリングする
ことが出来る。ユーザは、閉塞（又はその他の組織）を示す仮想内視鏡ビューを観察する
ことが出来る。またユーザは、詰まり内の異なる組織タイプを観察するために、仮想内視
鏡ビューにおいて誘導することが出来る。ユーザは、従って、外科的インターベンション
が行われる前に、詰まりに関する情報を取得することが出来るのである。幾つかの実施形
態において、仮想ガイドワイヤは、リアルなガイドワイヤが患者又はその他の被検体の内
部に位置していない状態で、仮想内視鏡ビューに位置する場合がある。
【０１１３】
　特定の実施形態において、遠隔的に作動したインターベンショナルなデバイスを用いて
の閉塞血管病変を横切ることは、
ａ）被検体のＣＴ／ＣＴＡ及びＤＡ／ＤＳＡスタディを収集すること、
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ｂ）ＣＴ／ＣＴＡボリュームからプラーク成分をセグメントすること、
ｃ）ＣＴ／ＣＴＡ及びＤＡ／ＤＳＡをレジストレーションすること、
ｄ）ＤＡ／ＤＳＡボリュームにおけるガイドワイヤの先端位置を特定すること、
ｅ）ガイドワイヤ先端の位置に中心がある仮想内視鏡ビューを表示すること、係る表示に
おいてはセグメントされたプラーク成分がステップｂ）に従って色分けされている、
ｆ）仮想の動きをステップｄ）において特定されたガイドワイヤの位置へと適用すること
、この様にして仮想内視鏡におけるガイドワイヤ先端の前進をシミュレーションすること
、
ｇ）ガイドワイヤの仮想位置が変わったら、仮想内視鏡ビューを更新すること、この様に
して係るガイドワイヤのリアルな位置の向こうのプラークの構成物を表示すること、
ｈ）ガイドワイヤの所望の経路が決定されるまで、ｅ）からｇ）までのステップを逐次す
ること、
ｉ）ステップｈ）において決定された経路に従って、ガイドワイヤを前進させること、
ｊ）ガイドワイヤが閉塞血管病変を横切るまで、ｄ）からｉ）までのステップを逐次する
こと、を具備する方法を提供する。
【０１１４】
　ステップｃ）は、自動、半自動又は手動方法を用いて、実行することが出来る。ステッ
プｅ）は、仮想内視鏡の参照フレームと、ＤＡ／ＤＳＡボリュームの参照フレームとのア
ライメントも含むこともある。ステップｅ）におけるプラーク成分のセグメンテーション
は、半透明レンダリングにおいて表すことが出来、その際の透明変換関数は、ワイヤ先端
からの距離によって制御される。
【０１１５】
　本実施形態では、特定の回路について説明してきた。代わりの実施形態では、これらの
回路のうち１つ又は複数の機能は単一の処理リソース又はその他の構成要素によって提供
可能であり、或いは、単一の回路によって提供される機能は、組み合わされた２つ以上の
処理リソース又はその他の構成要素によって提供可能である。単一の回路への言及は、そ
の回路の機能を提供する複数の構成要素が互いに遠隔であるかどうかに関わらず、その様
な構成要素を包含し、複数の回路への言及は、それらの回路の機能を提供する単一の構成
要素を包含する。
【０１１６】
　特定の実施形態について説明してきたが、これらの実施形態は、例として提示したにす
ぎず、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。実際、本明細書で説明する
新規な方法及びシステムはさまざまなその他の形態で実施することが出来る。そのうえ、
本明細書で説明する方法及びシステムの形態におけるさまざまな省略、置き換え、及び変
更は、本発明の趣旨から逸脱することなく行うことが出来る。添付の特許請求の範囲及び
その等価物は、本発明の範囲に含まれるこの様な形態又は変形形態を包含することを意図
するものである。
【符号の説明】
【０１１７】
１２…血管壁、１４…血管腔、１６…閉塞、１８…血管、１９…矢印、２０…ガイドワイ
ヤ、２２…拡張デバイス、２４…ステント、３０…血管、３２…矢印、３４…ガイドワイ
ヤ、４０…医用画像処理装置、４２…計算装置、４４…ＣＴスキャナ、４５…Ｘ線スキャ
ナ、４６…表示スクリーン、４８…入力デバイス、５０…メモリ、５４…セグメンテーシ
ョン回路、５４…回路、５６…レジストレーション回路、５７…位置回路、５８…画像処
理回路
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